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    告     示 

和歌山県告示第1555号 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第231条の2第6項の規定により、令和2年12月1日に次のとおり指定

代理納付者を指定した。 

  令和2年12月22日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  

1 指定代理納付者の名称及びその主たる事務所の所在地 

ベリトランス株式会社 

東京都渋谷区恵比寿南三丁目5番7号 

2 指定代理納付者に代理納付させる歳入 

ふるさと和歌山応援寄附金（指定代理納付者が提供するインターネットによる公金支払システム及び

その決済基盤を利用して代理納付させるものに限る。） 

3 指定代理納付者が代理納付の対象とするクレジットカード 

次の国際ブランドマークが付されたクレジットカード 

VISA、MasterCard、JCB、AMERICAN EXPRESS、Diners Club 

 

和歌山県告示第1556号 

 身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第15条第1項に規定する医師を次のとおり指定した。 

  令和2年12月22日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  

指定医師名 診療科目 医療機関名 
医療機関

の所在地 

指 定 

年月日 

診断する身体障害の種類 

視 
 

覚 

聴 
 

覚 

平 
 

衡 

音
声
言
語 

そ
し
ゃ
く 

肢 
 

体 

心 
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呼 
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ぼ
う
こ
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又
は
直
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小 
 

腸 

免 
 

疫 

肝 
 

臓 

橋本忠幸 

内科、救

急、消化

器内科 

済生会有田病

院 

有田郡湯

浅町吉川

52-6 

令和 

2.12.11 
     〇    〇    

西貴弘 
循環器内

科 
公立那賀病院 

紀の川市

打田1282 

令和 

2.12.11 
      〇       
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 大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第8条第1項の規定により海南市から聴取した意見の概要

について、同条第3項の規定により公告する。 

  令和2年12月22日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  

1 大規模小売店舗の名称及び所在地 

海南市藤白複合店舗 

和歌山県海南市藤白字有田屋濱181番4 外5筆 

2 意見の対象となった届出に係る告示 

令和2年和歌山県告示第887号 

3 意見の概要 

（1）建設に当たっては、騒音規制法を遵守すること。 

（2）市道及び法定外公共物等へ影響を及ぼす工事を行う場合は、事前に海南市管理課と協議すること。 

（3）建築物への給水管引込等の工事を行う際は、事前に給水協議が必要であること。 

4 意見の縦覧場所 

和歌山県商工観光労働部商工労働政策局商工振興課（和歌山市小松原通一丁目1番地） 

和歌山県海草振興局地域振興部企画産業課（和歌山市湊通丁北一丁目2番1） 

海南市まちづくり部産業振興課（海南市南赤坂11番地） 

5 意見の縦覧期間及び縦覧できる時間帯 

縦覧期間 令和2年12月22日から令和3年1月22日まで 

時間帯 午前9時30分から午後5時まで 

 

和歌山県告示第1558号 

 土地改良法（昭和24年法律第195号）第84条において準用する同法第18条第18項の規定により、紀の川

土地改良区連合の役員について次のとおり公告する。 

  令和2年12月22日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  

退任した役員（令和2年11月4日退任） 

職名 氏  名  住    所 

理事 的場宏和  和歌山市直川1848番地 

 

和歌山県告示第1559号 

 建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定した。 

  令和2年12月22日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  

指定番号 指 定 位 置 

申 請 者 

住   所 

氏   名 

指定年月日 

道    路 

幅  員 延  長 

メートル メートル 

3555 田辺市下万呂字目座111番

の一部、里道 

田辺市中万呂38番地の1 

西嶋不動産株式会社 

代表取締役 西嶋文人 

令和 

2.12.4 

6.00 60.15 
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